
 

 

 

 

 

１ 目 的 

帯状疱疹は、加齢や病気、ストレス等による免疫力の低下が発症の主な原因であり、

特に 50 歳代から発症率が高くなり、80 歳までに約３人に１人が帯状疱疹を発症すると

いわれています。また、治癒後も帯状疱疹後神経痛という痛みが続く場合があります。 

現在、国の厚生科学審議会の予防接種・ワクチン分科会において、定期接種化に向け

た安全性や医療経済学的評価等の検証が行われていますが、近年、帯状疱疹を発症する

人が増加しているといわれています。 

このため、帯状疱疹の発症予防や重症化予防に効果的であるワクチン接種について、

希望する市民へ接種費用の一部を補助する制度を新たに創設します。 

 

２ 概 要 

令和５年度からの新規事業として、帯状疱疹ワクチンの接種費用の一部（不活化ワク

チンは２回、生ワクチンは１回）を補助します。 

⑴ 対象 本市に住民登録がある 50歳以上の方（接種日を基準とする） 

⑵ 補助内容 

ワクチン 

種別 

不活化ワクチン 

（商品名：シングリックス） 

生ワクチン 

（商品名：ビケン） 

接種回数 ２回 １回 

補助額 
10,000円×２回 

(20,000円×２回) 

3,000円×１回 

(6,000円×１回) 

※ 補助額の（ ）内は生活保護受給者に対する補助額 

 ⑶ 補助方法 医療機関の窓口で接種費用の補助金交付申請書を記入することで、接種

費用から補助額を差し引いた金額で接種を受けることができます。 

 

３ 予算額 

【新規事業】46,210 千円 

（内訳）補助金 ＠10,000円×2,150人×２回＝43,000 千円 

＠ 3,000円×1,070 人×１回＝ 3,210千円 

 

４ 県内の状況 

令和４年度時点で、名古屋市、稲沢市、刈谷市、大府市、蒲郡市、豊山町、飛島村の

５市１町１村が実施 
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帯状疱疹ワクチンの接種費用補助 
～帯状疱疹の発症予防と重症化予防を図ります～ 
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